
□■お知らせ□■

◇京都青少年ゆめネットワーク

   通称ゆめっと京都は

来年 設立10周年    を迎えます　

ゆめっと京都では10周年を迎えるにあたり、

来年度、特別事業の開催を計画しております。

先の総会にて承認を受け準備委員会を設置し、

１０年の節目として加盟団体の皆様にも大勢参

加いただけるような事業を開催したいと考えて

おります。

　つきましては、加盟団体の皆様からも広く

ご意見を募集します。

　また、事業にかかわらず、ゆめっとのこの　

１０年間を振り返って、これからのゆめっと

に期待することなど、どんなことでも結構で

すので、ご意見をお寄せください。

よろしくお願いします。

◆フォーラム委員会からのお知らせ

今年もゆめっとフォーラムを開催します。加盟

団体のみならず多くの方が交流し、学びの多い物

になればと考えています。今は、委員会で内容を検

討しています。こんな事がしてみたい、あんな事を

学びたいなど、ご意見をお持ちの方は、是非、フォ

ーラム委員会に入っていただき、一緒にゆめっと

フォーラムを作っていきましょう。

それぞれゆめっと事務局までご連絡・お問合せく
ださい。

　　連絡先 ： 京都市南区東九条下殿田町７０
              京都府民交流プラザ内（東館2階）

 　　　TEL ・FAX   075-672-2811　
　　　E-mail:office@yumet.org

■□■ 募集しています □■□

設立10周年

〈ゆめっとファンドとは？〉

　青年や青少年団体の社会参加、社会貢献は、今や単に社会的な要請だけで

なく、「自己実現の場」「市民として実際に社会に参画する場」としてもそ

のプログラムや取り組み内容は多種多様になってきました。そういった状況

の中で、単一の団体だけではなく、類似の団体同士、あるいは異業種の団体

の連携によって、新たな取り組みが生まれ始めています。ゆめっと京都にも

、さまざまな団体が加盟しています。団体がその枠を越え、新たな取り組み

や事業展開のサポートを目的につくられた具体的支援事業が「ゆめっとファ

ンド（団体活動支援事業費助成制度）」です。

〈具体的には？〉

「ゆめっと京都」に加盟する団体が、合同で協力して企画・立案・運営する

事業に対して京都府の補助金をもとに事業費の一部を助成します。助成金の

上限は1事業につき１０万円です。また、加盟団体同士でなくても、ゆめっと

京都への加盟を条件に、会員外の団体との合同事業も申請できます。

〈手続きは？〉

「ゆめっとファンド事業推進要綱」に従い交付の決定を行ないます。

申請は原則として事業実施の２ヶ月前までとします。「ゆめっとファンド事

業推進要綱」をよく読んで事業内容・予算等を所定の用紙に記入の上ゆめっ

と事務局「団体活動支援事業委員会」宛て送付してください。事業終了後、

事業報告書と決算報告書を提出してください。また、報告の機会があります
ので発表をお願い致します。詳しくは事務局へお問合わせください。

〈助成金交付までの流れ〉

複数団体で企画立案
↓

総務委員会宛に申請
↓

事業の概要をヒヤリング
↓

交付決定
↓

助成金交付
↓

事業実行
↓

報告書・決算書の提出
↓

ゆめっと主催事業での
報告・発表

申請受付中！！ゆめっとファンゆめっとファンド（団体活動支援事業費助成
制度）

！


